
交
通
標
語

山都町観光案内所

☎72-1054

　ギャラリー喫茶
ルポン
（営）９：３０～１７：３０ 定休日：毎週水曜日、年末年始
　〒861-3513  熊本県上益城郡山都町下市１５８

『お散歩デジカメ写真展「水・風景」小野敏治』
　　出展者：小野敏治さん
　　期　間：平成28年８月１日（月）
　　　　　　　　　～８月30日（火）まで
　熊本のあの場所も今回の災害で失ってしまいました。
　復興を願う気持ちで、私が撮りためた熊本の風景を是非
見て頂きたい想いで出品させて頂きました。

前号の訂正とお詫び
　７月13日発行第136号の広報やまとにおいて誤りが
ありました。
　関係各位には大変なご迷惑をおかけしました。お詫
びして訂正いたします。
○山都町行事予定表
　（誤）７月24日　乳幼児健診（４ヶ月、７ヶ月、１歳児）
　　　　　　　　／清和保健センター
　（正）乳幼児健診の実施はありません

編 集 後 記
　町内の学校が夏休みに入り、子どもたちを見かけ
る機会が多くなりました。町内が賑わいを見せ「夏
がきたな！」と感じます。
　夏と言えば、いよいよ山都の三大祭が始まります。
みなさんと一緒に楽しみつつ広報づくりに励みたい
と思います。（椎木）

山都町の人口
〔平成 28年７月 31日現在〕

男

女

計

世帯

７，６７３人

８，２７８人

１５，９５１人

６，６５１戸

（－１２）

（　－９）

（－２１）

（　　３）

※（　）は前月比

※最高齢は 107歳〔女性１人〕

※平成 28年７月の出生者数　3人

※平成 28年７月の死亡者数 30 人
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誰
も
が
人
間
と
し
て
生
き
て
い
く
う
え
で

　

侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
当
然
の
権
利

　

こ
れ
が
『
人
権
』
で
す

山
都
町
同
和
教
育
推
進
協
議
会
総
会
及
び
研
修
会
に
つ
い
て

　

６
月
27
日
（
月
）
中
尾
児
童
館
に
お
い

て
山
都
町
同
和
教
育
推
進
協
議
会
第
42
回

総
会
及
び
研
修
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
協
議
会
は
、
町
の
同
和
教
育
推
進
の

た
め
、
研
究
協
議
を
行
い
、
正
し
い
理
解

と
実
践
に
努
め
る
こ
と
を
目
的
に
設
立
さ

れ
た
組
織
で
、町
内
の
様
々
な
団
体
の
方
々

を
構
成
員
と
し
、
幅
広
い
知
見
と
知
識
を

基
に
「
同
和
」
教
育
の
推
進
、
啓
発
に
取

り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

総
会
で
は
、
２
０
１
５
年
度
の
事
業
・

決
算
の
報
告
、
２
０
１
６
年
度
の
事
業
方

針
（
案
）
や
予
算
（
案
）
等
に
つ
い
て
説

明
が
あ
り
、
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

総
会
終
了
後
、
元
校
長
先
生
で
あ
っ
た

野
田
幸
孝
さ
ん
を
招
き
、「
人
生
有
限
＆
教

育
夢
限
」
と
題
し
講
演
を
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

講
演
で
は
、
野
田
さ
ん
の
経
験
や
知
見

を
基
に
子
ど
も
た
ち
を
取
り
巻
く
状
況
や

現
代
の
教
育
環
境
及
び
そ
の
問
題
、
ま
た

人
権
教
育
等
に
つ
い
て
時
に
は
笑
い
を
誘

い
な
が
ら
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
雰
囲
気
の
中

お
話
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

｢

同
和｣

問
題
は
、
日
本
社
会
の
中
で

歴
史
的
に
、
政
治
的
・
人
為
的
に
つ
く
ら

れ
た
身
分
制
度
に　

基
づ
く
日
本
固
有
の

部
落
差
別
に
か
か
わ
る
人
権
問
題
で
す
。

１
８
７
１
（
明
治
４
）
年
の｢

解
放
令
」

か
ら
１
４
５
年
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
を

柱
と
す
る
日
本
国
憲
法
の
制
定
か
ら
も
71

年
、
今
日
な
お
未
解
決
の
ま
ま
残
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
お
い
て
、
行
政
的
に
も
そ
の

大
き
な
責
務
が
問
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

１
９
６
５
年
（
昭
和
40
）
年
の
同
和
対

策
審
議
会
答
申
で
は
、「
同
和
行
政
は
、
基

本
的
に
は
国
の
責
任
に
お
い
て
、
当
然
行

う
べ
き
行
政
で
あ
っ
て
、
過
度
的
な
特
殊

行
政
で
も
な
け
れ
ば
、
行
政
の
た
め
の
行

政
で
も
な
い
。
部
落
差
別
が
現
存
す
る
か

ぎ
り
こ
の
行
政
は
積
極
的
に
推
進
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。｣

と｢

国
の
責
務｣

を

明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
答
申
を
受
け
て
、

１
９
６
９
（
昭
和
44
）
年
に
同
和
対
策
事

業
特
別
措
置
法
が
施
行
さ
れ
、
同
法
で
は

｢

国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務｣

と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
、
積
極
的
に
取
り
組
み
が

講
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
時
限
立
法
措
置
に
よ
る
差
別

の
解
消
の
限
界
性
も
指
摘
さ
れ
る
中
、
教

育
・
啓
発
の
推
進
に
関
し
、
２
０
０
０
（
平

成
12
）
年
12
月
に
は
、｢

人
権
教
育
及
び
人

権
啓
発
の
推
進
に
関
す
る
法
律｣

が
施
行

さ
れ
、｢

国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
国
民
の

責
務｣

が
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
後
も
、
部
落
差
別
を
根
底
か
ら
解
消

し
て
い
く
た
め
の｢

部
落
解
放
基
本
法｣

の
制
定
に
向
け
て
さ
ら
な
る
努
力
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

行
政
は
、
差
別
が
現
存
し
て
い
る
限
り
、

す
べ
て
の
国
民
に
基
本
的
人
権
の
享
有
を

保
障
し
て
い
る
憲
法
の
理
念
に
従
い
、｢

同

和｣

問
題
の
解
決
に
向
け
た
取
り
組
み
を

進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
21
世
紀　

人
権
の
世
紀
を
担
う
あ
な
た

に
」
よ
り
抜
粋

講演会のようす

〜
人
権
教
育
〜

　

｢

同
和｣

問
題
の
解
決
と
行
政
の
責
務
、
そ
し
て
国
民
の
責
務

19 広報やまと 2016. 8 月号 18広報やまと 2016. 8 月号


